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現
況
届
の
提
出
を
！

現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い

る
方
は
、「
現
況
届
」
の
提
出
が
必

要
で
す
。
届
け
出
に
必
要
な
書
類
を

郵
送
し
ま
す
の
で
、
指
定
さ
れ
た
日

に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

「
現
況
届
」
は
、
前
年
の
所
得
と

現
在
の
養
育
状
況
を
調
べ
る
も
の

で
、
こ
れ
を
怠
る
と
６
月
分
か
ら
受

給
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
度
の
「
現
況
届
」
に

お
い
て
却
下
と
な
ら
れ
た
方
も
、
平

成
１７
年
中
の
所
得
状
況
に
よ
っ
て
は

認
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

今
月
は
児
童
手
当
の
支
給
月
で
す

２
月
か
ら
５
月
ま
で
の
４
カ
月
分

の
児
童
手
当
を
６
月
１５
日
e
に
口
座

に
振
り
込
み
ま
す
。

た
だ
し
、
小
学
校
５
・
６
年
生
に

か
か
る
新
規
認
定
お
よ
び
額
改
定
請

求
を
さ
れ
た
方
の
増
額
・
新
規
分
の

手
当
は
、
決
定
通
知
書
が
送
付
さ
れ

た
翌
月
に
随
時
振
り
込
み
ま
す
。

未
申
請
の
方
へ

小
学
校
修
了
前
の
児
童
を
養
育
し

て
い
る
方
で
収
入
が
一
定
額
未
満
の

場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
個
人
通
知

は
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
該
当
す
る

と
思
わ
れ
る
方
は
、子
ど
も
家
庭
課
、

ま
た
は
各
総
合
支
所
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

﹇
手
続
き
に
必
要
な
も
の
﹈

健
康
保
険
証
、
国
民
年
金
の
方
は

年
金
手
帳
、
申
請
者
名
義
の
預
金
通

帳
、
印
か
ん

※
転
入
者
は
、
平
成
１８
年
１
月
１
日

現
在
の
住
所
地
の
市
町
村
で
発
行
し

た
所
得
証
明
が
必
要
で
す
。

問
　
子
ど
も
家
庭
課（
内
線
４２４
・
５０２
）

・
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

問
稲井公民館（１階談話室） 
文化センター（１階ホール） 
渡波公民館（２階会議室） 
蛇田公民館（２階会議室） 
荻　浜　支　所 
河北総合支所（保健福祉課窓口） 
北上総合支所（北上公民館） 
雄勝総合支所（保健福祉課窓口） 
桃生総合支所（桃生公民館） 
牡鹿総 （大原出張所） 
合支所 （清優館） 
河南総 （鹿又農業研修センター） 
合支所 （河南母子健康センター） 

１６日（金） 
２０日（火）  ２１日（水） 
２２日（木）  ２３日（金） 
２６日（月）  ２７日（火） 
２２日（木） 
２１日（水）  ２２日（木） 
２１日（水）  ２２日（木） 
２１日（水）  ２２日（木） 
２１日（水）  午後２時～７時 
２２日（木）  午前９時～正午 
２２日（木）  午後１時３０分～４時３０分 
２０日（火） 
２１日（水）  ２２日（木） 

会　　　　場 日　　　　時 受付時間 
 
 
 
 
午前９時３０分～正午 

午後１時～４時 
 
※桃生総合支所、牡鹿
総合支所については、
左記のとおりです。 

児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ

児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ 
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ

児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ 
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
へ 

平成19年度採用 
石巻市・石巻地方広域水道企業団・石巻地区広域行政事務組合職員募集 

区分 職　　　　種 
採　　用 
予定人員 

受　験　資　格 申込用紙（試験要項）の配布 

石
　
　
巻
　
　
市 

広

域

水

道

 

広

域

行

政

 

上　級 
（大学卒程度） 

行　政 
（事務） 

若干名 

上級 
（大学卒程度） 

土木 １名程度 

上　級 
（大学卒程度） 

消防職 ４名程度 

昭和５２年４月２日から昭和６０年 
４月１日までに生まれた方 

● 配布場所  
○ 石 巻 市 総務部人事課または各総合支所、各支所  
○ 広域水道 広域水道総務課西部地区管理事務所、市 
 人事課、各総合支所、各支所、東松島市 
 総務課・鳴瀬総合支所  
○ 広域行政 石巻地区広域行政事務組合消防本部およ 
 び広域事務局組織市町（市役所・各総合 
 支所および町役場） 
 
※郵送を希望する場合は、封筒の表に石巻市について 
は「上級試験申込書請求」、広域水道については「上 
級土木試験申込書請求」、広域行政については「消防 
上級試験申込書請求」と希望試験職種を朱書し、あて 
先を明記した返信用封筒（Ａ４サイズが入る大きさ・ 
１４０円切手貼付）を必ず同封し、下記あて請求して 
ください。 
 
● 請求・問合先  
○ 石 巻 市　石巻市総務部人事課 
　　 〒９８６‐８５０１　石巻市日和が丘一丁目１番１号 
　　　　　　　1９５‐１１１１（内線２１８・２１９）  
○ 広域水道　石巻地方広域水道企業団総務課 
　　 〒９８６‐０８６１　石巻市蛇田字新上沼１１６ 
　　　　　　　1９５‐６７１３  
○ 広域行政　石巻地区広域行政事務組合消防本部総務課 
　　 〒９８６‐０８７４　石巻市双葉町６番２７号 
　　　　　　　1９５‐７１１１（内線２５０） 

昭和５２年４月２日から昭和６０年 
４月１日までに生まれた方 

昭和５８年４月２日から昭和６０年 
４月１日までに生まれた方で、 
採用後石巻市、東松島市および 
女川町に居住できる方 

●試 験 日　平成１８年７月２３日（日） 
●要項配布　平成１８年６月１日（木）から配布します。 
●申込受付　平成１８年６月１日（木）から平成１８年６月２８日（水）まで郵便に限り受け付けします。（当日消印有効） 
　　　　　　詳細は試験要項をご覧ください。 
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援
助
を
受
け
た
会
員
は
、
協
力
会

員
に
規
定
の
報
酬
と
実
費
を
支
払
い

ま
す
。（
１
時
間
に
つ
き
６００
円
程
度
）

〔
こ
ん
な
と
き
援
助
し
ま
す
〕

¡
保
育
施
設
ま
で
の
送
迎

¡
保
育
施
設
の
保
育
開
始
前
や
終
了

後
、
子
ど
も
を
預
か
る

¡
学
校
の
放
課
後
ま
た
は
学
童
保
育

終
了
後
、
子
ど
も
を
預
か
る

¡
保
護
者
な
ど
の
病
気
や
急
用
の
と

き
な
ど
に
、
子
ど
も
を
預
か
る

¡
冠
婚
葬
祭
や
他
の
子
ど
も
の
学
校

行
事
の
と
き
、
子
ど
も
を
預
か
る

¡
買
い
物
な
ど
外
出
の
際
、
子
ど
も

を
預
か
る
　
な
ど

※
原
則
と
し
て
、
子
ど
も
は
協
力
会

員
の
自
宅
で
預
か
り
ま
す
。
な
お
、

宿
泊
は
行
い
ま
せ
ん
。

〔
補
償
保
険
の
加
入
〕

万
一
の
事
故
に
備
え
、
会
員
は
フ

ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
補
償

保
険
に
加
入
し
て
い
ま
す
の
で
安
心

で
す
。（
個
人
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
）

問
　
子
ど
も
家
庭
課（
内
線
５０１
・
４８３
）

問

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

は
、
育
児
の
援
助
を
会
員
相
互
の
助

け
合
い
で
行
い
、
地
域
の
子
育
て
を

応
援
す
る
事
業
で
す
。

援
助
を
受
け
た
い
人
（
利
用
会

員
）、
援
助
を
行
い
た
い
人
（
協
力

会
員
）
は
、
セ
ン
タ
ー
に
申
し
込
ん

で
会
員
登
録
し
ま
す
。
（
申
込
方
法

や
時
期
な
ど
は
市
報
７
月
号
に
掲
載

し
ま
す
）

協
力
会
員

¡
活
動
で
き
る
日
時
を
登
録
し
ま

す
。
自
宅
で
子
ど
も
を
預
か
り
ま

す
が
、
専
用
の
保
育
室
な
ど
は
不

要
で
す
。

¡
申
し
込
み
後
に
、
６
時
間
程
度
の

講
習
会
を
受
講
し
て
会
員
登
録
し

ま
す
。

利
用
会
員
（
利
用
対
象
は
小
学
3

年
生
ま
で
）

¡
通
常
の
育
児
援
助
を
は
じ
め
、
急

用
が
で
き
た
場
合
で
も
登
録
す
る

と
す
ぐ
に
利
用
で
き
ま
す
。

〔
援
助
を
受
け
た
場
合
の
報
酬
〕

ファミリー 
　サポート事業 
ファミリー 
　サポート事業 が 
はじまります 

9月から 

地震発生時のブロック塀などの倒壊による事故を未
然に防止するため、危険度の高いブロック塀などを除
却して安全を確保する場合に、除却費用の一定額を助
成します。
また、除却跡地にブロック塀やコンクリート造など

以外の軽量の塀などを設置する場合にも設置費の一部
を助成します。
■除却補助対象
次の条件全てに該当するコンクリートブロック造、

石造、れんが造およびその他の塀並びに門柱の除却費
用です。
¡道路に面しているブロック塀など
¡道路の高さから１ｍ（擁壁上の場合は
０.６ｍ）以上のもの。

¡当市が行ったブロック塀等実態調査にお
いてＡ判定以外もの。

¡除却して再びブロック塀などを築造する
場合は、建築基準法施行令に定める構造
基準に適合すること。
補助金額
１g当たり４,０００円を乗じて算定した額。
（限度額１５０,０００円）

■生け垣等設置補助対象
除却跡地にコンクリートブロック造やコンクリート

造など以外の軽量の塀などを設置する場合、次の条件
のいずれかに該当するもの。
¡生け垣を設置する場合は１ｍ以上の苗木を用いて
５０b以下の間隔で植栽し、支柱などにより適切に
固定できるもの。

¡フェンスや板塀などを設置する場合は、塀のみの高
さが６０b以上のものとし、基礎を設置するなどして
適切に固定できるもの。

補助金額
¡補助率　設置費用の１／３以内
¡限度額　除却延長に４,０００円を乗じた額

または１００,０００円（最大２５ｍ）
のいずれか低い額

申込期限 １２月２０日dまで
問　建築指導課（内線５４１・５４２・５４３）

粗大ごみ、事業所のごみは集積所に出せません！
粗大ごみは戸別に予約をしてからの有料各戸収集となっています。また、事業所のゴミは飲食店・各

店舗、会社や工場などからのごみ（営業ごみ）で法令によって自ら処理することが義務づけられています。

集積所へ出された粗大ごみ、事業所のごみは地域の皆さんの迷惑となるだけでなく、不法投棄となり、

取り締りの対象となるので適切に処理していただくようご協力ください。

問　廃棄物処理課（内線４０２・４０３）

危険ブロック塀等除却事業について 

問

問


